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魚住昌良

ヨーロッパ中世都市の成立論ないし発展史のなかで，ミニステリアー

ル層が重要な役割を演じてきたことは，シュJレツ論£ら紹介というかた

ちてーやや詳細に立ちいる機会があっtl＇.；その要点は， H.プラーニッツ

を頂点とするヨーロッパ中世都市史研究の主流が，中世都市を自由な近

代社会の原点として捉えようとする視角に捉われて，非自由人に由来す

るとされるミニステリアール層の役割を無視ないし軽視してきたこと，

にもかかわらず，シュノレツ氏がトリエノレTrierやヴオルムス Wormsの
コンユラチ

実例に則して克明に実証した如く，有力なミニステリアーJレ層が哲約団
才 :.':1..'Y7＿，；.ンコレーク

体や参審人団体の結成に果した役割が顕著に認められること，しかも彼

らは，早くからその経済活動を通じて他の商人層と利害関心を共有する

側面を持っていたこと，従って，われわれは，従来的ミニステリアール

観を根本的に洗いなおして都市史研究のなかに正しく位置付けなおす必

要があること，などであった。

ところで，シュルツ論文の出発点がそうであったように，ミニステリ

ア ル学説がまず何よりも妥当するのは，差当り上ライン地方の司教都
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市についてであり，筆者の前の紹介も， トリエルとヴォルムスについて

であった。他の諸地域（たとえば．かのニーダー7ランケン）．あるい

は，違ったタイプの都市の場合にも妥当するのか百か．とし汁設i旬がT[

ちに提出されたのは当然である。

実は，シュjレツ氏自身もミニステリア ル問題を司教B前打i>rliだけに限

定して考えているのではなしまた，シュノレツ論文にijilj除されて，他の

諸都市 司教都市ではない他の諸都市について同じ問題を迫求した研

'" 究も相次いで発表されている。本稿てt，引続きシュノレツ氏自身の研究

の紹介と検討を続けるなかで，中世都市，なかんずくドイツの中世都市

のなかでは最も重要なひとつとされるケルン Kolnの場合について考察

を続けてみたい，とJ思う。

ケノレンは，最近までの中世都市史研究が最も注目してきたいわゆるニ

ーダ一フランケン地方に属し，都市共同体成立の過程でも指導的地位を

占めたところであり，遠隔地商業の拠点として，いわは伊代表的な中世都

市のひとつであった。シュルツ氏も指摘しているように，中世中期，と

くに11世紀末から13世紀初頭の歴史に関して，このケルンほど多くの問

題が提出され活発な議論を惹起したドイツ都市は少ない，と言っても差
（凶｝

支えないであろう。従来，都市史研究の必ずしも多くなかったわが国内

西洋史研究のなかでも，このケノレンについては，比較的多く扱われてお

り，われわれの問題を提起する場としても，避けて通ることのできない

対象と言わなければならないのである。

中世都市ケノレンをめぐって提出されてきたさまざまの問題点のすべて

に触れることは，この小平高の課題てーはない。本稿では， ミニステリアー

ノレ問題との関迷を意識しながら，表題に掲げた中世都市ケノレンの指導層

の構成と性格を，とくに12世紀から13世紀初頭の時期に限って跡付ける

ことに限定したうえで，主として，ケルンに関するシュノレツ論£あ紹介

と位置付けを試みたい，と思う。



中世都市ケルン円指導層 21

注

(1) Schulz‘K., Ministerialitiit 11nd B1lrgert11m in Trieκ 【Jnters11clmngenzur 
rechtiichen 11nd sozia/en G/iederung der Trie陀 FBtlrgerschajt vom a11sgehen 

den 11 bis z11m Ende des 14. fahrh11ndert (Rheinisches Archiv 66) Bonn, 
1968; Ders., ,,Die Ministerialit>t als Problem der Stadt呂田chichteー Emige

all且emeineBemerkungen, erlMutert am Beispiel der Stadt、/formピ’（in Rhein. 
1ヴ'bl/.32, 1968). 

(2）拙稿「中世都市におけるミニステリアール層 シュルソ学説を中心として－，

(f山梨大学教育学部紀要』第5号＇ 1974'1'11月）， [ti］「ドイツ 'l•·W·!mili史研究に

おける司教都市 J （国際基督教大学 r社全科、／ジャー十ル』第13号司 1975勾311)

(3）拙稿，前掲「中世都市における・・ . J 56頁以下，［＜；］「ヨーロ γパの郁iii史 中世

から近代へ J (f世界史円しお 1）』’75/6臼．帝liW｝院1975'I' 6 I I ) 5頁以下を

参照。

(4) ニの辺りの考え方については、ンユルソ氏と筆者向1111に担l異がある。（たとえば，

拙稿，前I掲「中世間i市におけるー J 74頁以下を審問。）ンユルソ氏の場合は，べ，.，チ
iJ!i説が，商業に無縁な封建世界に属する＂＇自由人系的役人という先入観で捉えた

ミニステリアール層向実態を考えなおして，都市領主との対抗関係や商人たちと

の利害町共通性を指摘しつつ，いわば〔自由な〕都市町民i要な構成要素として位

置付けようとしているのにたいL，筆者は，商業にも活襟に携ったこのミニステ

リアール層を，むしろそのようなものとして，中世都市ともども封建社告のをか

に位置付けたい，と考えている。

(5) たとえば， r史学雑誌』 84細5号， 1975'1'5 H 「1974'1＇町歴史学界 J290宜的木村

·~2氏町御指摘。なお，この点は1970＇＇卜秋町西市ドイ Y都市史研究会内総括討論に

おいても非常に問題とされた論点のひとつであった（州制「’I•世部iiiに釘ける・

…J 77頁参回）。

(6) たとえば， Wunder,G., ,,Die Ministerialit>t der Stauferstadt Hall‘勺 Bradler,

G , , ,Die Entstehung von St>dten und die MinisterialitMt in Oberschwaben und 

im Allg•u ＇・両者とも，而＇. Stadt 11nd Ministerialitiit. Protokoll der IX. 
Arbeitstog11ng des Arbeitskreises戸rsiid u es tde 11 tsche Stodtgesc hichts /orsc h ・ 
11ng Freib11rg i.Br 13. 15. No,erm白r1970, hrsg. Maschke, E.u. Sydow, J., 
Stuttgart 1973 

(7) ミッタイス，世良訳 rドイツ法制史概説」 247頁，林毅 rドイツ中世r.11；［；法的！If

究」 63頁を参問。

(8) Schulz, K., ,,Richerzeche, Meliorat und Ministerialitat in Koln‘。（in:

Mittei/11ngen 011s dem Stadtorchiv von Kain 6白H慢fthrsg. Stehk•mper, H , 

KOln 1971)5. 149 

とくにケルンが活穏な研究内対象となったのは，先ず第ーには，この早い時期に

ついて非常に豊富な史料が残されている，という事情に由来したg だが，それに

も哨して，このように豊富な史料町残存にもかかわらず，岡市町制度史的・社会

史的輪郭町大嬰は別として，もう少し突込んだ実態となると，さまざまな解釈の
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相呉を生みだL，絶えず鋭い分析と討l詰を必要とするような状況にあったことが

指摘されねばならないであろう。裁判制J/Jl:的問題，個別共同体と全市町共同体と

の関係．商人ギルドの成立， I}yヘルツェ yへの構成と機能等。

(9）宮下孝吉，増田凹郎教授らの先駆的な研究に続いては，佐々木克己「1074'1'ーのケ

Jレン暴動に関する一考察」（ r一橋論叢』 48巻l号）；同「ConjuratioColoniae 

pro liber回担成立の政治過程J( r一橋論議』 53巻5号）；林毅，前掲書第二軍

など．と〈に林氏の論稿は，ケルンに関して現在邦文で読みl＇』る最も包括的で信

頼できる叙述でもあるので，本稿では，岡市に問lする予備的知識の多くをこれに

拠らせていただいた。

。。注8内最後の部分事！問。

(!U 以下町叙述は，主として Schulz,a a 0, S. 150£.に負っている。

II 都市指導層の制度的構成

ケノレン指導層の究明に関してシュルツ氏が主として追求したのは，そ

のなかで重要な働きをした多くの家系の出自と社会的地位一一いわゆる

メリオラート（Mel町 at,me！回re~＂）に属するための基盤と前提といっ
た問題であった。メリオラート（ないしメリオーレス）という概念は必

ずしも明確ではないが，ともあれ12世紀のはじめには，都市共同体の指

導者としての地位を確立していたグループて棉あった。彼らは，シュルツ
インスティトウチオJ グレ＝ウム

氏に拠ると， 2つの制度ないし機関一一都市の自治運動の主役を演じ，

14世紀にまでいたる市の政治的発展を規定し，経済的社会的にも主導的

な働きをした2つの機関を中心に集って＇た o 2つの機関とは，参審人

団体 Schtiffenkolleg'11:リッヘノレツェ yへRicherzech：＇＇である。
)4) 

参審人団体の史料的初出は， 1103年であるカ九疑いもなくもっと古く

から存在していた。大司教7リードリヒ Friedrichが、、Senioresnostre 

civitatiどの意思に副って，リュティ y ヒLilttichやユイ Huyの商人た

ちに対する古い関税条項を回復したときも，この参審人団体の決定に従

ったものであった。参審入団体は，ケルンの最高裁判権にかかわるとい

う本来の機能に加えて，すでに12世紀の前半には，最高の主tlifti占首的1主
格を獲得しており，ケノレン市民の自治行政発展の過程て’最も早い時期に
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関して証明できる機関とされている。そのことは，参審入団体が都市グ
アデル

ラー7Stadtgrafや都市フォークト Stadtvogt それは貴族たるプ

ルクグラーフ Burggrafやミニステリアール出身のフォークト Vogtの
ヴオイゲ

代理人であり，ほとんどの場合，市民である証人たちの間に現れている

を議長として法律行為を営み，財産関係業務にも携っていた，とい

うことからも明らかであろう。参審人団体の機能・地位の拡大上昇は，

'"・ とりわけでも1149年の一文書から読みとることができる。この文書のな

かで，都市グラー7と都市7オークト，参審人たちと都市町メリオーレ
デヴタラーケ〆ヴzι パー プルーターンャブト

スカt敷布織物ヱたちに彼らの新設の組合を認可し，全敷布織物工たち

にこの組合への服従を義務付けているのであるが，ここにおいて，参審

人団体が，明確に独立の都市の決定機関のひとつとして登場しているの
yュタット〆ーゲ＂

である。かかるものとして参審人団体は都市印章を携行し，＂ indomo 

civicum＇に集って会議を聞いていた。ここでは，参審人たちがも senato-

reどと呼ばれていることも注目される。

12世紀のほぼ中期以後になると，参審人たちとともに，もうひとつよ

り大きな人間集団ーー上述の1149年の文書では＂ meliores＂ない L:'viri

illustri et tocius civitatis probatissimi＂という名称で言及されている

人間集団が登場する。このグループて”問題となるのは，いわゆる＂ sea-

binorum fratres’Jないし‘senatorumfratres＂と呼ばれた人ぴと，すな
ンエヴヲェ y プ，，品ーダー

わち参審人仲間として，参審人の欠貝が生じたときの候補者となるべき

人ぴとのことである。参審人団体の役員としては，当初ユーディケス
(6) 

iudicesまたはレークトーレス rectoresとも呼ばれたフォークトやプル

クグラー7の代理人たちが登場していたが， 12世紀の後半になると，選

挙された参審人長 SchOffen皿eisterも現れた。参審人長たちは，後には

元ないし前参審人長，いわゆる参審人功労者として，参審人選挙権をも

っ本来の役員ともいうべきofficialesscabinorumの団体を形成するよう

になる。われわれの問題設定にとって，ここで確認しておくべきことは，

参審人と参審人仲間が12世紀のなかごろ，若干の中心的史料のなかで都
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市のメリオラートとして現われている，ということである。

リyヘルツェ yへがはじめて史料に登場するのは， 1180年である。、

の時には，かつて 1149年に参審人団体が占めていた諸機能をリ yヘル
ピュ凡ガーマイスター

ツェ yへが営んでいた。二人のiii長たちは，”consensuofficialisum de 
ドレラスラ プルダ ν<7ト ベウ凡 7,

richerzegcheide＂に従って輔舗工たちの組合を許可したのである。登
ドウJ グ

記は， "domus burgensium＂て刊行なわれ，彼らの手による都市印章の捺

印をf号て有効となった。
マルクトヲェ，，ケ

ツン7ト強制権の授与以外にも，リッヘルツェッへは，市場取引の監

督権を行使した。ケノレンの工業を支配し，市内の商業を取り締ることに

よって，彼らは，決定的な地位を築いたのである。われわれは，後の史
プルーグ－，べ 7ト

料から， リッヘノレツェ yへがワイン組合iすなわちワイン酒場の権平IJの

授与を行っていること，さらに市民権の付与にあたっても，実質的に参

与していることを識っている。だが，何よりも重大なのは，毎年交替す
ピュルガーマイスター

る二人の市長をその職につけたのは，これらリ yヘルツェ yへに属する

人たちであった，ことである。選挙は，市長職を経験した職務功労者た
オワイ持アール

ち，すなわち， 1)yヘルツェッへの役員たちによって行われた。
ゾJ グゲマイ，デ

都市の他の諸機関，たとえば個別共同体や参審人団体の場合でもそう
フェアディー

であったように， リッヘルツェッへの場合も，すて寸こ〔市長の〕現役を済
ノステスミ γ トグ，， ト ディ ぞれ J デスーミヴトグリ トウノフェアデ《 システス、ットグ，，ート

ませた功労会員，現役〔市長の〕会員．未経験会員という典型的な三段階
オ7イキアル

の分類が行われていた。 ＇） yヘルツェ yへの役員たちは，元ないし前市

長たちから成立つてお札彼らが，年々この未経験グループから次に職

務につくべき二人的市長候補を選び出した。選出された市長のうちの一

人は，必ず参審人サ タルのなかから選ばれ，その結呆，リ yヘルツェ

ッへの役員たちの少くとも半分，通常は半分以上が，参審人団体に属す

る，ということになっていた。参審入団体とリッヘルツェッへの結び付

きは，従って非常に密接でhあり，非常に多くの場合，同じ人聞が両方の

職務の経験者である，という結果を伴ったのであった。
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i主
(!) メリオラートについては，差当り，林，前f白書75頁を事照。

(2) ScMffen （林， 1ilj描i＇~では審判人）は，本来は司教の，従って都市領主制的機関

たる裁判所における判決発見人であったが，市にケルン市民のなかのf，望ある階

層的：H身であり，従ってその繰りではすでに市民層的利害を代表するものであっ

た（林， l前捕許76頁参照）。

(3）単なる有力市民のMlりであったメリオーレスが，ギルド的結合を過して固く組織

化された自持者向団体を指す。 Yェyへ Zeehe I土秩序，組織を立味する（林，

1ili!品市161頁害問）。

(4) Hohlbaum, K., Hansisches Urk1mdenb11ch. Bd. 3. Halle 1886, Nt. 601, S. 
385, Schulz, S 150に拠るa

(5) Loe'°he, H v., Z11略的11rk1mde,Nr. 10; Schulz, S. 151に拠る。

(6) iudices, recloresについては，珪当り，林， iifi拍手Hso頁を事照。

(7) Loesche, a.a.O., Nr 13, Schulz, S 151に拠る。なお，この年内大司教と市民

との1111に締結された平柑証市のなかで，大司教によるリァヘルツェ yへの明示的

な掠認もなされた（林，前掲；＇ }136頁と143頁註17参照）。

(8) Kuphal, E., Der Zttψbrief dcr Koiner Richerzeche斤＇rdie II帥 bmderschaft,
vom ]aim 1277. Mittei/11ngen 38, KO!n 1926 S. 216・221など。 Schulz,S. 
152に拠る。

Ill リッヘルツェッへの人的構成

リッヘルツェッへの成立論は，ケルン都市史研究のなかでも最も多〈
(I) 

議論された問題に属する。ここでは，その膨大な学説史の詳細に立ち入

ることは不可能であるが，いずれにせよ， リッヘルツェッへがケノレンの

商人ギノレドとの，また1112年内 coniuratiopro libertateとの関連で論
121 

ぜられてきたことだけは，確認しておかなければならなし、。リッヘルツ
(3) 

エyへがはじめて史料に言及される1180年とその30年ほど前向1149年と

の聞の時期に，市民自治的新たな都市機関として 1)yヘルツェッへが成

立した，という事実に照らしながら， F.ラウが，この新団体の形成を，
制

この時WIに市民たちによって若手された市域拡大，防御施設の強化と結
ISi 

びつけて考えたことは，その論拠の選び方はともかく，一応正鵠を得た推

定と見倣される。建築工事の実施とそれに要する莫大な財政的負担，そ
(6) 

して何よりも旧修道院領域の市域編入が都市〔共同体〕に新しい課題
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従前向参審入団体では負いきれないほどの課題を作りだしたのである。

何れにしても，リッヘルツェ yへに関する初期の確実な報告が何れも，市

民たちによってすでに実施されていた市域拡大に関する市民たちと大司
(7) 

教との合意文書と時期的に符合することは確かである。

リyへノレツェ yへ成立の時期とその背景となった状況については，一

応以上の言及に留めるとしても，都市ケJレンの新たな発援を大きく規定

したこの重要な団体が，一体どのような人びと一一どのような社会層に

由来する人びとによって主として構成されていたのか，という問いに答

えることが，われわれの課題との関連でも重要な関心となる筈である。

この問題の解決を試みた最初の研究者たちのひとりが，中世都市成立

論におけるいわゆる荘園法説の主唱者K.W.ニyチェであった。ニッチ

ェは， 「officialesde Rigirzegcheide〔＝ Richerzeche ・…筆者〕は，

荘園庁役人のタイトノレを持ち，恐らくは，特にミニステリアール身分だ
アムトロイテ

けを留保し続けたofficiiscuriaeとは区別される職務保持者たちのクラ
何｝

スである」ことを確認できる，と考えた。このようにリ yヘルツェッへ
アムトトレーガ

を司教の職務保持者となっていた下級ミニステリアール層から導きだそ

うとする試みは，間もなく激しい反論にさらされ，やがて決定的に拒否

されることになった。確かに， 1074年大司教アンノ－Annoに対するケJレ

ン市民的叛乱に際して，ラムベルト年代記の報告にみられるような商人

たちと大司教のミニステリアーノレ層とのあいだにある程度の対立が生じ
(9)・ 

たことはよく知られている。だが，この一事を別にすれば，ニッチェ説

にたいする反論は，何よりも，商人ギノレドと密接に結付いて都市の経済

生活を指導した諸勢力の連合たるリッヘルツェッへが，どんなことがあ

ろうとも，ミニステリアール的・荘園法的諸要素と結付く筈がない，と

いう根本構想によって決定的に影響されていた？都市町ミニステリアー

ルたちは司教〔＝都市領主〕の利害の代表者であり，都市の経済に密接

な関係を持つものて・はない故に， 1) yヘルツェ yへがそのようなミニス

テリアール層から形成されたなどということはあり得ない，というので
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とは言っても，メリオラートやリ yヘルツェ yへ層のなかにミニステ

リアール層がある程度の影響を及ぽしている，という主張を拒けること

は，それほど易しいことではなかった。何故ならば，リ yヘルツェ yへ

や参審入団体の有力メンバーがミニステリアーノレ層に属していたという
アムトロイテ

ことは，たとえば， 1180年のリッヘルツェッへの職務保持者個々人に関

する史料の総括を行ったへニ庁ーの業績に徴しても明らかとなっていた
u; 

からである。このような論理的欠陥を埋めるために，人ぴとは多かれ少

なかれ巧妙な定式化を行って事態の糊塗を図ったが，このような矛盾と

根本的に対決することはしなかった。それどころか， ミニステリアール

層と都市の問題は，少なくとも今世紀の初頭以降について言えば，あの

ように豊富なケノレンの都市史研究の聖書しい成果のなかで，若干の脚注を

別とすれば，在存していなかった，と言えるぐらいなのである。

今回はじめてシュルツ氏による根本的解明の光があてられるまでの唯

ーの例外は， L.v.＇うfインターフェルトの研究ぐらいであった。彼女は，
パトリチア

「ケルンの商業・資本・都市貴族」lこついて論じつつ，らの問題に厳しく

立ち向ったが，他ならぬリッヘノレツェッへに関連して一見以外とも思わ

れる結論に達したのであった。その内容は，「IJッヘルツェッへの最古の

メンバーたちの場合， 1180年ごろには，市民身分とミニステリアーノレ身

分がしばしば同一人物のなかで一緒になっていた。だが，その場合は，

前者，すなわち市民としての性質がより強〈現われ，第二の性格は，一

極的栄誉ないし貴族化というかたちで現われてい~~というのであった。
ともあれ，リッへんツェッへのなかのミニステリアール的要素の存在

は認められたのである。それにしても，ヴインター7ェルトに拠れば，

シュノレトハイス職にあったリホル7＝フォン＝アーへン Richolf von 

Aachen という人物と今一人，史料に一度だけ名前がみえる帝国ミニス

テリアール身分のハガノHaganoの両人に関してだけミニステリアール

層の出自が確認されただけであって，「他の家族については， ミニステリ
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7ーノレ起源、を史料に拠って証明することはできない」とされた。もっと

もライヅェ家 dieRaitze，ツーデンドル7家 dieZudendorfなどといっ

た家系にもその可能性がある，なぜならば，それらの家系は． ミニステ
リ，ター

リア ルにして騎士と呼ばれた初期的市民門閥層に属していたからであ
。司

る，というヴインターフェノレトの指摘のあることは付言しておきたい。

その後，遠隔地商人層を重視した主流学説の大成者H.プラ ニンツに

なると，当然予想されることながら，ケノレンの都市メリオラートにたい
.(Iii) 

するミニステリアーノレ層的関与をもっと低〈評価しておリ，さらにw.
ベッターの最近の研究にいたっては，ケルン大司教のミニステリアール

をテー7 にしながら，この問題に関しては触れようとも Lていなし可と

いう状況であった。

シュノレツ氏が中世都市論のなかにミニステリアール問題を正面から持

ち込んだのは，このような状況のもと それは，ケノレンに限らず他の

諸都市についても概ねあてはま~＇－iこおいてであったが，すでに紹介
もしたように，彼の問題提起は，その後大きな反響を呼ぴ，たとえば1970

年の西南ドイツ都市史研究会の共通テー？としてもとりあげられ引学

界共通の関心をひくこととなった。ケノレンの指導層を分析するに当って

も，これらの諸成果を念頭におきつつ作業を進めたいと思う。

ツオイそγJ

ところで，証人リストのなかてιの現われ方などからも指導的かつ間も

なく騎士身分になってしまうようなミニステリアール門閥とは区別され

て，いわはa市民的ミニステリアール層dieblirgerliche Ministerialitiit 

とでも呼ぴ得る層が存在したカヘわれわれは，ンユノレツ氏とともに，こ

の階層に着目して，主として12世紀における都市ケルンの発展過程て。彼

らが果した役割に注目してゆくこととなる。その際うえで述べたケノレン

指導層内制度的構成の変遷に対応して，ほぽ2つの時期に分けて考察し

fこい，と思う。まつ•!150年ごろ，参審人団体が新しい形態をととのえ最

高の都市当局として登場し，ケルンの初期メリオラー卜のそもそもの中
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核となった時期一一それは証人リストでは1130年から1160年にかけての

ものに現われる一一ーについて。その後， 12-世紀の最後の三分の一期に関

して， 1180年の史料ではじめて登場するリッヘルツェッへに結集する人

間集団についてより立入った検討を加えることとしたい。 〔以下次号〕

(1975年10月31日）
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(1) たとえば， Lau, F., Das Koiner Patrizia/ bis zum ]ahre 1325. Mittei/ungen 
aus dem Stad•白rchiv von Koln 24, 25, 26. Koln, 1893 9う； Ders, ,,Beitr~ge 
zur Verfa5'ungsgeschichte der Stadt Koln“（in Westdt Zs./ Gesch. u Kunst 
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ιeschichtsvereins 18, 1936）など.Schulz, S. 150 u. S. 152に拠る。

(2) Schulz, S. 152；林，前掲書135頁， 148頁なども事照。

(3）この平には市民会館内存在が確認される（林，前掲書147頁， 160頁）.

(4）この種のものとしては， ドイツ地域で最も早えかっ規模も最大であった，という。

Schulz, S 153 
(5) Lau, Entwicklung ... S. 92；なお， Keussen,H., Topographie der S.臼dtKoln 

im Mittelalt-r. Koln 1910, Bd.I, S. 72はll06年の市域拡大と結付けて考えてい
る。 Schulz,S. 153に拠ふ

(6）聖セヴェリンSt.Severin，聖パンタレオンStPantaleon 聖ゲレオンStGereon 
の各修道院。

(7) Lo白ch,a a 0., Nr. 13; Schulz, S. 153に拠る。
(8) Nitzsch, K. W , Ministeria/itiil und Burgertum im 11 und 12. jahrhrmdert, 

L目pz唱1859,S 21; Schulz, S. 153に拠る。

(9) 1074年の反乱については， Lampertvon Hersfeldの年代記（Lampertimonachi 

HersfeldeO'is annales）の史料批判を中心とする佐々木，前掲論文「1074年内ケル

ン暴動 ...・e・.J町考察が発表されている。

(10）拙稿「中世都市における・0 ・’J74頁以下事照。

uD 冒頭でも触れたように，他の地方ではミニステリアール層が商業活動に携ってい

たとするljq刊がすでにlH確認されている（拙稿，！日i掲75頁事四）。

(l~ Schulz, S. 154に拠る。。3) Winterfeld, a.a 0., S. 68; Schulz, S. 154に拠る。
(1-0 Winterfeld, a a.O., S. 7; Schulz, S. 154に拠ふ
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U~ Ebd.; Schulz, S. 154に拠る。

自由 たとえl;f Planitz, H., ,,Zur Gesch1chte des stMdtischen Meliorats“（in: 
ZRG "GA 67 1950) S. 163など。 Schulz, S. 154に拠る。

(l司 PBtter,W., Die Ministerialitiit der Erzbisch~舟 von Kiiln vom Ende des 11. bis 
zum Ausgong des 13. Jahrhunderts. Studien zur Koiner Kirchengeschichte Bd. 
9,D臼田町dorf1967; Schulz, S. 154に拠る。

(I時拙稿，前掲56頁以下参照。

自由西南ドイツ都市史研究会の第9回大会。大会公式記録は，第1章円注6を春照．


